
第 97 号 議 案

令和 3 年度長崎県一般会計補正予算（第 5 号）

　令和 3 年度長崎県一般会計補正予算（第 5 号）は、次に定めるところによる。

　（歳入歳出予算の補正）

第 1 条　歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ3 ,683 ,088千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞ

れ781 ,289 ,058千円とする。

 2　 　歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第 1 表 

歳入歳出予算補正」による。

　（繰越明許費）

第 2 条　地方自治法（昭和22年法律第67号）第213条第 1 項の規定により、翌年度に繰り越して使用することが 

できる経費は、「第 2 表繰越明許費」による。

　　　　　令  和  3  年  6  月  18  日  提  出

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　長 崎 県 知 事　　中　　村　　法　　道
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第 2 表　繰越明許費

款 項 事　　　　業　　　　名 金　　　　額

 3 　生 活 福 祉 費
千円

729 ,097

 1 　社 会 福 祉 費 729 ,097

こ ど も・ 女 性・ 障 害 者 支 援 
セ ン タ ー 費 　 　 　 　 　 　 　

729 ,097

合　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　計 729 ,097
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